
徳
島
県
規
則
第
二
十
八
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
徳
島
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
項
第
一
号
中
「
電
話
番
号
」
を
「
電
話
番
号
並
び
に
譲
受
人
等
の
国
籍
等
」
に
改
め
、
同

条
第
四
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
県

が
公
表
し
て
い
る
民
間
事
業
者
（
法
人
に
限
る
。
）

第
六
条
第
五
項
第
七
号
中
「
又
は
企
業
担
保
権
」
を
「
、
企
業
担
保
権
の
実
行
又
は
企
業
価
値
担
保
権

」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
三
項
第
二
号
中
「
業
種
」
を
「
業
種
並
び
に
当
該
一
の
者
の
国
籍
等
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第２号（第６条関係）

土地売買等届出書

年 月 日

徳島県知事 殿

住所届出者
氏名
法人にあっては、主たる事務所の所
在地及び名称並びに代表者の氏名

徳島県豊かな森林を守る条例第１８条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

氏 名 又 は
譲 名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名
渡 住 所 又 は
人 主 た る 事 務 所 の 所 在 地
等 電 話 番 号

契
業 種 □林業 □建設業 □不動産業 □その他（ ）
氏 名 又 は
名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名

約
住 所 又 は

譲
主 た る 事 務 所 の 所 在 地
電 話 番 号

の
□日本国籍

国 籍 等 □日本国籍以外（国名等： ）

受
∟ □うち永住者又は特別永住者

当
□日本国籍

代 表 者 国籍等 □日本国籍以外（国名等： ）
※法人の場合に記入 ∟ □うち永住者又は特別永住者

事 人
□日本国籍の者が役員等の過半を占める

役 員 □日本国籍以外の同一国の者が役員等の過半を占める
（国名等： ）

者
※法人の場合に記入 □上記のいずれにも該当しない

等
□日本国籍の者が議決権等の過半を保有

議 決 権 □日本国籍以外の同一国の者が議決権等の過半を保有
（国名等： ）

※法人の場合に記入 □上記のいずれにも該当しない
業 種 □林業 □建設業 □不動産業 □その他（ ）
□未定

□所有権 □地上権 □地役権 □賃借権 □使用貸借による権利
契約に係る権 □権利の移転 □権利の設定
利の種類及び 期間の定めがある場合 年 月 日まで
内容 契 約 締 結 予 定 日 □ 年 月 日 □未定

権 利 移 転 等 予 定 日 □ 年 月 日 □未定

土
所 在 登記地目 登記面積 実測面積 権利の種別

地
㎡ ㎡

に
㎡ ㎡

関
㎡ ㎡

す
合 計 筆 登記面積 ㎡ 実測面積 ㎡

る
利 用 の 現 況 □林業（認定番号 ） □その他（ ）

事
所有権等の移転 □現在の利用目的と同じ

項
等の後における □現在の利用目的と異なる（ ）
利 用 目 的 □未定

備考 次に掲げる書類を添付すること。
１ 土地売買等の契約に係る土地の所在を明らかにする図面
２ 土地売買等の契約に係る土地について所有権等を有することを証する書類の写し



様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第５号（第９条関係）

支配関係届出書

年 月 日

徳島県知事 殿

主たる事務所の所在地
届出者 名 称

代 表 者 の 氏 名

徳島県豊かな森林を守る条例第２０条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

名 称 及 び
代 表 者 の 氏 名

森林所有者等 主たる事務所の所在地
電 話 番 号
業 種 □林業 □建設業 □不動産業 □その他（ ）
氏 名 又 は
名称及び代表者の氏名
住 所 又 は
主たる事務所の所在地

□日本国籍
国 籍 等 □日本国籍以外（国名等： ）

∟ □うち永住者又は特別永住者
□日本国籍

一の者（以下 代 表 者 国籍等 □日本国籍以外（国名等： ）
「親会社等」 ※法人の場合に記入 ∟ □うち永住者又は特別永住者
という。） □日本国籍の者が役員等の過半を占める

役 員 □日本国籍以外の同一国の者が役員等の過半を占める
（国名等： ）

※法人の場合に記入 □上記のいずれにも該当しない
□日本国籍の者が議決権等の過半を保有

議 決 権 □日本国籍以外の同一国の者が議決権等の過半を保有
（国名等： ）

※法人の場合に記入 □上記のいずれにも該当しない
業 種 □林業 □建設業 □不動産業 □その他（ ）

森 林 所 有 者 等 の
総株主又は総社員の議決権の総数
上記のうち親会社等の議決権数
届 出 事 由 が 発 生 し た 日 年 月 日
土 所 在 登記地目 登記面積 実測面積 権利の種別及び内容
地 ㎡ ㎡
に ㎡ ㎡
関 ㎡ ㎡
す ㎡ ㎡
る ㎡ ㎡
事 合 計 筆 登記面積 ㎡ 実測面積 ㎡
項 利 用 の 現 況 □林業（認定番号 ） □その他（ ）

備考 次に掲げる書類を添付すること。
１ 森林管理重点地域内に森林所有者等が所有権等を有する土地の所在を明らかにする図面
２ 森林管理重点地域内の土地について森林所有者等が所有権等を有することを証する書類の写し



附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
五
項
第
七
号
の
改
正
規
定

は
、
同
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。


